
－3級 実技試験（資産設計提案業務・2021.1.24）・解答 1－ 

【2021年１月 実技試験 資産設計提案業務】 

【第１問】 

問１ 正解 ３ 

１．○ 適切。保険募集人の登録を行っていない者は、保険の募集や勧誘を行うことはで

きないが、一般的な保険商品の仕組みや商品内容の説明、必要保障額の試算を行う

ことは可能である。  

２．○ 適切。社会保険労務士資格を有していない者は、社会保険労務士の独占業務はで

きないが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料から公的年金の受給見込み額を試算

するなど、一般的な公的年金制度や社会保険制度の説明を行うことは可能である。

社会保険労務士の独占業務とは、労働者名簿や賃金台帳の作成などの「書類作成業

務」や、雇用保険等の社会保険の加入・脱退などの「提出手続代行業務」などであ

る。  

３．× 不適切。弁護士資格を有していない者が、顧客の代理人として遺産分割に係る法

律一般事務などを取り扱うことはできない。 顧客からの法律事務に関する業務依

頼に備えて、弁護士と顧問契約を締結することは有効である。 

問２ 正解 ２ 

（ア）を求める

○年後の予想額（将来価値）＝現在の金額×（１＋変動率)経過年数

４年後の基本生活費 316×（１＋0.02)4＝342.048… 

→342（万円、万円未満四捨五入）

（イ）を求める

年間収支＝収入合計－支出合計 

2022年の年間収支 672－693＝▲21 

→▲21

（ウ）を求める

貯蓄残高＝前年の貯蓄残高×（１＋運用利率）±その年の年間収支 

2021年の金融資産残高 726×（１＋0.01）＋46＝779.26 

→779（万円、万円未満四捨五入)

解答・解説 
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【第２問】 

問３ 正解 ２ 

＜資料＞  

 
 

 

  
  

・この企業の株価が5,500円である場合、2020年12月期の連結業績予想におけるＰＥＲ

（株価収益率）は（ア 24.0）倍である。  

・この企業の2020年12月期の連結決算予想では、配当性向（連結）は前期より（イ 上

昇）している。 

ＸＸＸＸ 

2020年12月期予想 
配当性向（連結） 

2020年12月期予想 
１株当たりの当期純利益 
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（ア）を求める 
 

 ＰＥＲ（株価収益率）＝
株価

１株当たり純利益
  

  

 ＴＹ社のＰＥＲ＝
5，500円

229.59円
＝23.95…倍 

→24.0倍（小数点以下第２位を四捨五入） 

（イ）を求める 

資料の「２．配当の状況」配当性向（連結）の欄から読み取り 

2020年12月期（予想）：50.1％ 

2019年12月期    ：47.9％ 

∴2020年12月期連結決算予想は前期より上昇 
 

＜参考＞ 
  

 配当性向（％）＝
１株当たり配当額

１株当たり当期純利益
×100 

 

問４ 正解 ３ 
  

投資信託の費用 主な内容 

購入時手数料 
投資信託の購入時に支払う費用。購入時手数料が徴収されない

（ア ノーロード型）と呼ばれる投資信託もある。  

運用管理費用 

（信託報酬） 

運用のための費用や情報開示のための資料作成・発送、資産の

保管・管理などの費用として徴収される。信託財産の残高か

ら、（イ 日々）、差し引かれる。  

(ウ 信託財産留保額) 
投資家間の公平性を保つために、一般的に、解約の際に徴収さ

れる。投資信託によっては差し引かれないものもある。  
 

＜解説＞ 

「購入時手数料」は、投資信託を購入する際に投資家が販売会社に支払う。 

「運用管理費用（信託報酬）」は、運用期間中、信託財産から間接的に差し引かれる

運用管理にかかる費用などをまかなう。運用会社・販売会社・信託銀行の３者で配分さ

れる。 

「信託財産留保額」は、換金時にかかるファンドもある。 

投資信託を取引する際に投資家が負担する費用は、目論見書などで確認できる。 

 

 

  

https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2664/
https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2746/
https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2531/
https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2727/
https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2746/
https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2599/
https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2750/
https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2758/
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【第３問】  

問５ 正解 ２ 

建築物の延べ面積（床面積の合計）の最高限度については、容積率を用いて計算する。

前面道路の幅員が12ｍ未満の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のい

ずれか小さい数値を容積率として敷地面積に乗じる。 

延べ面積（床面積の合計）の最高限度＝面積×容積率 

＝600㎡×360％※ 

＝2,160㎡ 

※６ｍ×６/10＝36/10 ⇒ 360％＜400％（指定容積率） 

∴容積率360％を適用する 

 

問６ 正解 １ 
  

価格の種類 （ア 公示地価） 相続税路線価 固定資産税評価額 

所管 国土交通省 国税庁 
（ウ 市町村（東京23区は東

京都）） 

評価時点 毎年１月１日 （イ 毎年１月１日） 
原則として基準年度の前年

１月１日 

実施目的 取引の指標など 
相続税、贈与税等の財産評

価の基礎 

固定資産税や登録免許税等

の課税標準の基礎 
 

＜解説＞  

基準地標準価格の所管は、都道府県。評価時点は、毎年７月１日。目的は、適正な土

地価格の形成であり、公示地価と同じである。公示地価の補完的な指標である。 

 

問７ 正解 １ 

購入金額（消費税を含んだ金額）を求める。建物には消費税がかかるが、土地には消費

税がかからない。消費税率は10％として計算する。  

建物：2,500万円×（１＋0.1）＝2,750万円 

土地：3,000万円 

合計：2,750万円＋3,000万円＝5,750万円 
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【第４問】  

問８ 正解 ２ 

小山幹久さんが、2020年中に急性心筋梗塞により急死（入院、手術なし）した場合に支

払われる死亡保険金は、合計（ア 2,500万円）である。  
 

＜解説＞ 

急性心筋梗塞により急死（入院、手術なし）の場合、下記の給付金を受け取ることが

できる。 
  

終身保険金額（主契約保険金額） ：500万円 

定期保険特約保険金額 ：1,000万円 

特定疾病保障定期保険特約保険金額：1,000万円 
 

∴保険金合計 500万円＋1,000万円＋1,000万円＝2,500万円 

 

問９ 正解 １ 

個人賠償責任保険は、個人またはその家族が他人のモノを壊したり、他人にケガをさせ

てしまったりなど、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われる。単体で

加入するほか、自動車保険や火災保険、傷害保険などの特約としてセットで契約すること

もできる。 

１．× 対象外。仕事中（ラーメン店で接客）は個人賠償責任保険の補償の対象外になる。  

２．○ 対象。  

３．○ 対象。 

 

問10 正解 ３ 

１．○ 対象。運転中に、横断歩道の歩行者に接触してケガを負わせた→対人賠償 

２．○ 対象。運転中に、単独事故による車体が損傷の修理費用→車両保険 

３．× 対象外。妻にケガを負わせた→対人賠償は、他人を死傷させ損害賠償責任を負担

する場合に補償する。他人とは、歩行者、相手の車に乗っていた人、自身の車に乗

せていた人等をいう。ただし、記名被保険者または運転者本人、およびその家族は

対象外である。 

 

 

  

https://www.sonysonpo.co.jp/auto/coverages/acvr006.html
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/coverages/acvr011.html
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【第５問】  

問11 正解 ３ 

退職金収入にかかる経費はないはずであるが、概算の経費として退職所得控除額がみと

められている。 

退職所得控除額＝40万円×20年＋70万円×（勤続年数－20年） 

＝800万円＋70万円×（38年－20年） 

＝2,060万円 

退職所得＝（退職金－退職所得控除額）×１/２ 

＝（4,500万円－2,060万円）×１/２ 

＝1,220万円 
 

＜退職所得控除額＞ 

勤続年数 退職所得控除額 

20年以下 40万円×勤続年数 （最低80万円） 

20年超 800万円＋70万円×（勤続年数－20年） 

※なお、勤続年数に１年未満の端数があれば、１年に切り上げる。 

 

問12 正解 ３ 

⚫ 風邪を予防するために薬局で購入したビタミン剤の購入代金  25,000円→×対象外 

⚫ 骨折の治療のために整形外科へ支払った入院代 170,000円→○対象 

⚫ 整形外科へ自家用車で通院するために要した駐車場代  8,000円→×対象外 

予防のための医療費は対象外である。また、電車やバスなどの公共交通機関が利用でき

ない場合は、タクシー代は控除の対象である。ただし、自家用車で通院する場合の、ガソ

リン代や駐車場料金などは控除の対象外である。 

医療費控除の金額（200万円限度）＝実際に支払った医療費の合計額※－10万円（注） 

＝170,000円－100,000円 

＝70,000円 

※生命保険契約などの入院費給付金や、健康保険などの高額療養費・家族療養費・出産育

児一時金など、保険金などで補てんされる金額は差し引く。 

（注）その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等の

５％の金額になる 

 

問13 正解 １ 

所得税の速算表より課税される所得金額670万円の場合、税率20％、控除額427,500円で

ある。 

所得税額＝課税される所得金額×税率－控除額 

＝（総所得金額－所得控除）×税率－控除額  

＝（780万円－110万円）×20％－427,500円  

＝912,500円 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm#aa1
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm#aa1
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【第６問】 

問14 正解 １ 

本問において、民法上の相続人は、妻：由香里さん、子：浩太さんおよび孫：玲花さん

である。相続を放棄した広樹さんは民法上の相続人とならない。子：万理奈さんはすでに

死亡しており、万理奈さんの子である孫：玲花さんが代襲相続人になる。第一順位の相続

人はいるため、妻：由香里さんの法定相続分は１/２、子：浩太さんおよび孫：玲花さん

の法定相続分はそれぞれ１/２×１/２＝１/４である。 

 

問15 正解 ３ 
  

手続きの種類 手続きの期限 

相続の放棄または限定承認 
相続の開始を知った時から（ア ３ヵ月）以内に家庭裁判

所に申述書を提出 

相続税の申告と納付 
相続の開始を知った日の翌日から（イ 10ヵ月）以内に被

相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出 

 

問16 正解 ２ 

「贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期

間が（ア 20）年以上あること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の

配偶者控除の額は、最高（イ 2,000）万円です。」 
 
【贈与税の配偶者控除について】 

対象となる贈与 居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与 

婚姻期間の要件 贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上であることが必要 

申告要件 一定の事項を記載した贈与税の申告書を提出することが必要 

控除額 基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円 
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【第７問】 

問17  正解 ３ 

＜荒木家のバランスシート＞ （単位：万円） 

[資産]  [負債]  

金融資産  
住宅ローン 1,800 

 普通預金 350 

 定期預金 900 
負債合計 1,800 

 財形年金貯蓄 310 

 上場株式 140 

[純資産] (ア 2,690) 
 投資信託 240 

生命保険（解約返戻金相当額) 50 

不動産（自宅マンション） 2,500 

資産合計 4,490 負債・純資産合計 4,490 
 

【バランスシートの作成の手順】 

設例のデータ［保有財産（時価)］［負債残高］から、荒木家の資産合計と負債合計を

求める。バランスシートを作成すると、資産合計は4,490万円、負債合計は1,800万円と

なる。 

「資産合計＝負債・純資産合計」であるため、負債・純資産合計も4,490万円となる。 

純資産を求める。 

純資産＝資産合計－負債合計 

＝4,490万円－1,800万円 

＝2,690万円 

 

問18  正解 ３ 

退職一時金のうち700万円を年利1.0％で複利運用しながら５年間で均等に取り崩す。 

毎年均等に取り崩す額は、「退職一時金×資本回収係数」で求められる。 

700万円×0.20604（1.0％・５年の資本回収係数）＝1,442,280円 

→144万円（万円未満を切り捨て） 

 

  



－3級 実技試験（資産設計提案業務・2021.1.24）・解答 9－ 

問19 正解 ２ 

「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が（ア ３）日間続いた後

（イ ４）日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業１日につき、支給開始

日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の３分の２相当

額が支給されます。」 
 

＜解説＞ 

支給金額（日額）＝支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 

÷30×２/３ 

支給期間は、支給を開始した日から１年６か月である。支給開始以降に途中出勤しても、

支給を開始した日から起算して１年６カ月の支給期間は変わらない。連続して休んだ初

めの３日間（待期期間）は支給されないが、４日目以降支給される。 

 

問20 正解 １ 

１．× 不適切。確定給付企業年金を実施している企業に勤めている場合も、ｉＤｅＣｏ

に加入できる。 

２．○ 適切。ｉＤｅＣｏの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象と

なる。 

３．○ 適切。国民年金の第３号被保険者もｉＤｅＣｏに加入できる。 
 

第１号被保険者 → 年額81.6万円 

第２号被保険者 

企業年金無し → 年額27.6万円 

企業型ＤＣのみに加入 → 年額24.0万円 

ＤＢと企業型ＤＣに加入 → 

年額14.4万円 ＤＢのみに加入 → 

公務員等 → 

第３号被保険者 → 年額27.6万円 

※ＤＣ：確定拠出年金、ＤＢ：確定給付企業年金、厚生年金基金 

 

 


